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個
人
事
業
税
第
1
期
分

の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
1
期
分
の
納

期
限
は
8
月
31
日
㈪
で
す
。
8
月

中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
送

り
ま
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関
も

し
く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
納
付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円

以
下
限
定
）ま
た
は
県
税
事
務
所

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て

い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
利
用
し
て
納

付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
領
収
証
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
領
収
証
書
が
必
要
な
方

は
金
融
機
関
な
ど（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
）の
窓
口
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
希

望
さ
れ
る
方
は
金
融
機
関
の
窓
口

で
手
続
き
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、
第
2
期

分
か
ら
の
取
扱
い
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
合
先　

東
三
河
県
税
事
務
所
課

税
第
1
課（
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２
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２
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）

事業主
（給与支払者） 市役所

従業員
（納税義務者）

特別徴収の流れ

給与から天引き
⑤

税額を通知

④ 特別
徴収税額の通知
③

税額の納入
⑥

①

②

給与支払報告書
の提出

税額の計算

個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が、従業員（納税
義務者）に代わって毎月受給者に支払う給与から住民税を徴収（天引き）
し納入する制度です。
所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、すべての従業員（アルバ

イト、パート、役員などを含む）の個人住民税を特別徴収することが法
令で義務付けられています。
平成２８年度から、東三河地域での特別徴収の徹底を行います。ご理

解とご協力をお願いします。

◎メリットはあるの？
・ 個人が、納税のために金融機関などに出向
く必要がなくなります。
・ 納め忘れがありません。
・ 年税額を12回に分けて天引きするので、1
回あたりの負担が少なくなります。（普通徴
収は税額を年4回の納入）

◎事業所は何をすればいいの？
　該当する事業所は、特別徴収義務者に
指定されます。税額の計算は給与支払報
告書によって市が行い、従業員ごとに毎
月特別徴収で納入する額を通知します。
税額を計算する必要はありません。翌月
10日までに納入してください。

2015.8

24

～住民税は　給与からの　天引きで～
個人住民税の特別徴収徹底を行います

税務収納課  ☎66◆1116

◎休日水道お客様センター 土・日・祝日（年始を除く）午前8時30分～午後5時　☎66◆1129
 水道料金などの収納、開閉栓の受付および開閉栓作業ができます。


